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笠間市空家等対策協議会について 

 

１ 趣旨 

 平成２７年５月２６日に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措

置法」資料３（以下「法」という）に基づき，市の空家対策を総合的かつ計画

的に推進するため，法第６条に規定する「笠間市空家等対策計画」の作成に向

け，法第７条に規定する「笠間市空家等対策協議会」を設置するものです。 

 

２ 協議会設置に係る根拠法 

  法７条（以下，条文抜粋） 

第７条 市町村は，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議

を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織す

ることができる。 

２ 協議会は，市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか，地域

住民，市町村議会の議員，法務，不動産，建築，福祉，文化等に関する学

識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，協議会

が定める。 

       

３ 概要 

（１）協議会の所掌事務 

  ア 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

  イ 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

  ウ 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方

針に関すること。 

  エ 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

  オ その他空家等の対策に関して必要な事項。 

（２）協議会の組織 

構成員は１０人（２ページ参照）。委員の任期は２年とし，再任は妨げない。 

 

 

資料１ 
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笠間市空家等対策協議会委員名簿 

 

 

（順不同・敬称略） 

氏 名 所 属 備 考 

植崎 明夫 植崎法律事務所  

佐藤 肇 笠間市連合民生委員児童委員協議会 
 

鶴田 浩一 笠間市区長会 
 

上野 眞 公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会 
 

浅野 祐一郎 一般社団法人 茨城県建築士会 
 

植木 康雄 一般社団法人 茨城県不動産鑑定士協会 
 

白田 憲司 茨城司法書士会  

内澤 寿司 水戸地方法務局  

足立 信幸 茨城県土木部都市局 県央建築指導室  

山口 伸樹 笠間市長  
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○笠間市空家等対策協議会設置条例 

平成２８年３月１７日 

条例第１５号 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）第７条に基づき，笠間市空家等対策協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は，法において使用する用語の例によ

る。 

（協議事項） 

第３条 協議会は，次の各号に掲げる事項を協議する。 

（１） 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

（２） 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

（３） 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の

方針に関すること。 

（４） 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

（５） その他空家等の対策に関して必要な事項 

（組織等） 

第４条 協議会は，委員１０名以内で組織する。 

２ 委員は，市長のほか，次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 地域住民，市議会の議員及び法務，不動産，建築，福祉，文化等に

関する学識経験者 

（２） その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は２年とし，再任は妨げない。 

４ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，委員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたとき

は，その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が必要に応じ招集する。 

２ 会長は，会議の議長となる。 

３ 協議会は，委員の半数以上が出席しなければ，会議を開き，議決をすることがで

きない。 

４ 協議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。 

５ 会長は，必要と認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，意見を述べさせ

ることができる。 

（委員の除斥及び回避） 

第７条 委員は，自己に関する事案又は当該者の従事する業務に直接利害関係のある

事案については，除斥されるものとする。 

２ 委員は，前項に規定するもののほか，協議を妨げる相当の理由があると認めると

きは，自ら回避することができる。 

３ 前２項の規定による委員の除斥及び回避は，会長が他の委員の意見を聴いて決定

する。 

（守秘義務） 

第８条 協議会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後もまた同様とする。 

２ 第６条第５項の規定により会議に出席を求められた者は，協議会に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は，都市建設部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が

協議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

 


